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教育委員会通信教育委員会通信
教育委員会事務局
☎0596－77－0002
　0596－76－1660

E-Mail：kyouiku@town.minamiise.lg.jp
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総合事業利用の流れ

65 歳以上の方

高齢者相談センター（地域包括支援センター）に相談

要介護（要支援）認定 利用できる事業の判定

要支援１・２の方 非該当の方
基本チェックリスト※などで、生活機
能が低下しているかどうかを判断し、
利用できる事業を判定

介護予防・生活支援サービス
事業対象者（事業対象者）

介護予防・生活支援サービス事業を
受けるためのケアプランを作成

介護予防サービスや、介護
予防・生活支援サービス事
業を受けるためのケアプラ
ンを作成

介護予防サービ
スを利用

介護保険

介護予防・生活支援サービス事業を利用

一般介護予防事業を利用

自立した生活が送れる方

介護予防・日常生活総合支援事業（総合事業）
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問
い
合
わ
せ
先

住民課　年金係（南勢庁舎）　☎0599ー 66ー 1116
伊勢年金事務所（代表）　　　☎0596ー 27ー 3601
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20歳になったら国民年金
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松田 裕子

地方創生の「地域活性化」とは？

最終回
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